
内
閣
衆
質
一
五
四
第
八
七
号

平
成
十
四
年
六
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
大
石
尚
子
君
提
出
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
の
一
部
返
還
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

八

七

号



衆
議
院
議
員
大
石
尚
子
君
提
出
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
の
一
部
返
還
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
に
お
け
る
本
設
小
学
校
（
以
下
「
本
件
教
育
施
設
」
と
い
う
。
）
の
建
設

に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
要
望
を
受
け
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
て
延
べ
約
九
千
八
百
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
建
物
の
建
設
を
計
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
件
教
育
施
設
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
逗
子
市
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
平
成
十
三

年
六
月
、
同
市
に
建
設
計
画
の
概
要
を
説
明
し
、
現
在
、
逗
子
市
長
の
理
解
を
得
て
神
奈
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和

五
十
五
年
神
奈
川
県
条
例
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
本
件
教
育
施
設
の
建
設
に
つ
い
て
逗
子
市
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

昭
和
五
十
九
年
当
時
に
お
い
て
は
、
本
件
教
育
施
設
の
建
設
は
計
画
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
合
衆
国
軍
隊
か

ら
、
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
に
居
住
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
軍
人
・
軍
属
の
児
童
が
横
須
賀
海
軍
施
設
内
に
所
在

す
る
教
育
施
設
へ
の
長
時
間
通
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
状
態
を
解
消
し
た
い
と
の
要
望
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
本

一



件
教
育
施
設
の
建
設
を
計
画
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
内
に
あ
る
逗
葉
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
の
進
入
路
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
五
月

二
十
七
日
に
逗
子
市
長
か
ら
横
浜
防
衛
施
設
局
長
に
対
し
、
市
道
と
し
て
そ
の
安
定
的
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
か
ら
当
該
進
入
路
に
当
た
る
土
地
の
返
還
を
受
け
る
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
当
該
土
地
の
返
還
に
つ
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
に
お
け
る
当
該
土
地
の
必
要
性
を
確
認
し
つ
つ
、
逗
子
市
か
ら
の
右

要
請
も
踏
ま
え
、
検
討
の
上
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
運
動
場
に
お
い
て
は
、
逗
子
市
と
合
衆
国
軍
隊
と
の
話
合
い
に
よ
り
、
日
米
友
好
親
善
交
流
の
一
環
と
し
て
、

逗
子
市
民
が
参
加
す
る
ス
ポ
ー
ツ
等
の
交
流
活
動
が
平
成
十
一
年
十
月
か
ら
頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
に
係
る
地
域
連
絡
協
議
会
の
場
に
お
け
る
話
合
い
等
を
通
じ
て
、
同
市

民
に
よ
る
当
該
運
動
場
の
利
用
が
よ
り
容
易
に
な
る
よ
う
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

二



旧
軍
港
市
転
換
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
号
）
（
以
下
「
軍
転
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
横
須

賀
市
と
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
上
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
横
須
賀
市
を
い
う
も
の
と

解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
逗
子
市
に
つ
い
て
軍
転
法
の
適
用
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
軍
転
法
は
、
先
の
大
戦
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
旧
軍
港
市
を
「
平
和
産
業
港
湾
都
市
に
転
換
す
る
こ
と
に

よ
り
、
平
和
日
本
実
現
の
理
想
達
成
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お
り
、
戦
後
五
十
有
余
年
を
経
過
し
た
今
日
に
お

い
て
、
軍
転
法
を
改
正
し
て
、
こ
れ
を
新
た
に
逗
子
市
に
適
用
す
る
意
義
に
乏
し
い
も
の
と
考
え
る
。

三


